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1. 第 3 回協議会の結果 

（1）日時 

平成 17 年 1 月 22 日（土）13：00～16：00 

 

（2）会場 

国民宿舎水郷 

 

（3）議事 

(1) 開会 

(2) 第 2 回協議会の結果 

(3) 自然再生目標（案）について 

(4) 今後の進め方 

     ・自然再生協議会全体スケジュール 

・第 4回協議会の進め方（案） 

(5) 閉会 

 

（4）議事要旨 

1.自然再生目標（案）について 

①全体目標（案）は「多様な動植物が生育･生息し、里と湖の接点を形成する湖岸帯

の再生を図る」とする。 

②全体目標（案）の前提・補足説明を「この地域の特色と変遷を踏まえ、自然の力を

借りながら変化に富む水辺空間を再生し、かつての霞ヶ浦に普通に見られた動植物

を呼び戻し、憩いの場・環境教育の場として役立つこと、人と自然が共生していく

ことを願って」とする。 

③「地区」とは赤線で囲まれた「田村・沖宿・戸崎地区自然再生地」とし、「地域」

とは対象区域に限定しないものとして、議論していくものとする。 

④「湖岸の安全」については、自然再生を行っていくに当たり、明らかに危険な場所

を作らないことを了解事項として進めるものとする。 

⑤水質の問題は、当地区のみで解決する問題ではないため、自然再生を行った結果と

して水質改善に寄与することを期待するものとする。 

⑥ゴミの問題については、維持管理の項目として取り組むものとする。 

⑦水遊び、湖水浴、釣り場、公園等については、それ自体は直接的な目標となるもの

でなく、自然再生の結果付加的に生じ得るものと考えられるため、目標（案）には

含めない。 

2.今後の進め方について 

①自然再生目標（案）について、文言等を精査し、提示する。 

②「事業内容（案）」及び「役割分担（案）」について整理し、各案を提示する。 

③次回の第 4回は、原案をベースに自然再生目標（案）、事業内容（案）、役割分担（案）

について意見交換を行う。 

 

（5）参加者 

◆協議会委員 

所属等 参加人数 

専門家  4 名

団体 9 名公募委員 

個人 21 名
30 名

茨城県 10 名

土浦市 1 名

地方公共団体 

霞ヶ浦町 1 名

12 名

国土交通省 霞ヶ浦河川事務所 1 名関係行政機関 

独立行政法人 水資源機構 

霞ヶ浦開発総合管理所 
1 名

2 名

合計 48 名

◆その他 

所属等 参加人数 

オブザーバー 環境省自然環境局北関東地区自然保護事務所 1 名

傍聴者 一般、マスコミ 6 名

行政機関等 茨城県 2 名、水資源機構 1 名、霞ヶ浦河川 4 名 7 名

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きれいな水の再生 

湖に流入する水を浄化し、湖を汚さ

ずかつてのきれいな水質を回復する

湖岸景観（場）の再生 

心が癒され安らげる、湖岸景観を保

全・再生する 

触れてみたくなる水辺の再生 

安心して近づけ、水遊びのできる水

辺を再生する 

環境学習の場としての活用 

霞ヶ浦環境科学センターと連携し

た、霞ヶ浦を身近に感じられる学習

の場 

＜生物の多様性＞ 

＜湖岸景観＞ 

＜人と湖のつながり＞ 

この地域の特色

と 変 遷 を 踏 ま

え、自然の力を

借りながら変化

に富む水辺空間

を再生し、かつ

ての霞ヶ浦に普

通に見られた動

植 物 を 呼 び 戻

し、憩いの場・

環境教育の場と

し て 役 立 つ こ

と、人と自然が

自然と人の暮らしの共存 

自然再生と、住民の安全や漁業など

の現状の活動との整合 

＜全体目標（案）＞  

＜個別目標（案）＞  

「 多 様 な 動 植

物が生育･生息

し、里と湖の接

点 を 形 成 す る

湖 岸 帯 の 再 生

を図る」 

湖岸環境の保全・再生 

地域の特色と変遷を踏まえ、多様な

生物の生育・生息する水辺を保全・

再生する 

第 3 回協議会の自然再生目標（案） 

第3回自然再生協議会の様子

※赤字は第 3 回協議会時の自然再生目標（案）

からの変更箇所を示す 

きれいな水の再生 

霞ヶ浦の水質改善に寄与すること

「多様な動植物が

生育･生息し、里と

湖の接点を形成す

る湖岸帯の保全・再

生を図る」 

この地域の特色と

変遷を踏まえ、自然

の力を借りながら

変化に富む水辺空

間を再生し、かつて

の霞ヶ浦に普通に

見られた動植物を

呼び戻し、憩いの

場・環境教育の場と

して役立つこと、人

と自然が共生して

いくことを願って 

触れてみたくなる水辺の再生 

水辺の安全・安心に配慮する 

環境学習等の場としての活用 

霞ヶ浦環境科学センターと連携した霞

ヶ浦を身近に感じられる学習等の場
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2. 自然再生目標（修正案） 

    

この地域の特色と変遷を踏まえ、自然の力を

借りながら変化に富む水辺空間を再生し、か

つての霞ヶ浦に普通に見られた動植物を呼び

戻し、憩いの場・環境教育の場として役立つ

こと、人と自然が共生していくことを願って

 

 全体目標（案）  

「多様な動植物が生育･生息し、里と湖の接

点を形成する湖岸帯の保全・再生を図る」 

※赤字は第 3回協議会時の自然再生目標（案）からの変更箇所を示す 

・第 3 回協議会での意見を基に、自然再生目標案を再整理した。 

・「きれいな水の再生」、「自然と人の暮らしの共存」及び「触れてみたくなる水辺の再生」は目標ではなく、自然再生事業の配慮事項とした。 

きれいな水の再生 

霞ヶ浦の水質改善に寄与すること 

湖岸景観（場）の再生 

心が癒され安らげる、湖岸景観を保

全・再生する 

触れてみたくなる水辺の再生

水辺の安全・安心に配慮する 

環境学習等の場としての活用 

霞ヶ浦環境科学センターと連携し

た、霞ヶ浦を身近に感じられる学習

等の場 

湖 岸 景 観 

人と湖のつながり 

自然と人の暮らしの共存 

自然再生と、住民の安全や漁業など

の現状の活動との整合 

湖岸環境の保全・再生 

地域の特色と変遷を踏まえ、多様な生

物の生育・生息する水辺を保全・再生

する

個別目標 

個別目標 

個別目標 

配慮事項 

配慮事項 

配慮事項 

生物の多様性 

「多様な動植物が

生育･生息し、里と

湖の接点を形成す

る湖岸帯の保全・

再生を図る」

「多様な動植物が

生育･生息し、里と

湖の接点を形成す

る湖岸帯の保全・

再生を図る」
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3.事業内容（素案） 

   個別目標をより具体化するため、 

これまでの協議会、アンケート調査 

で出された意見について、自然再生 

目標の内容に適合した「事業内容」 

をリストアップした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

事 業 内 容 （素 案） 

人と湖のつながり 

環境学習等の場としての活用 

霞ヶ浦環境科学センターと連携

した、霞ヶ浦を身近に感じられ

る学習等の場 

湖岸景観（場）の再生 

心が癒され安らげる、湖岸景

観を保全・再生する 

湖 岸 景 観 

生物の多様性 

湖岸環境の保全・再生 

地域の特色と変遷を踏まえ、多様な生物の

生育・生息する水辺を保全・再生する 

 

広報活動 
・広報紙等の発行 
・ホームページの立ち上げ 
・ゴミを捨てさせないための啓発活動 
・ＰＲ看板の設置 

「多様な動植物が生育･

生息し、里と湖の接点を

形成する湖岸帯の保全・

再生を図る」 

「多様な動植物が生育･

生息し、里と湖の接点を

形成する湖岸帯の保全・

再生を図る」 

魚類の産卵場、ゆりかごの形成 

・浅場の造成 

・砂地の湖岸の造成       

・ワンド、池、入り江の造成 

・樹木の植栽（ポプラ・ヤナギ類など）

・江間（エンマ）状の掘り込み 

・既存のコンクリート構造物を覆い隠す

湿地の植物の再生（エコトーンの造成） 

・現在ある植生、砂浜を保全 

・ヨシの植栽 

・流れのある水路の整備  

・植栽・播種 

・外来種の処理 

・ゴミ対策 

・回遊路（柵などを含む） 
・見学者のための休憩施設・駐車スペース・物置小屋など

・調査船の船着場など 
・対象地区への動線の確保 

 

・植栽 
・ゴミ拾い 
・人・車・釣り船の動きを制御

する柵・杭・植え込みなど 
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4.役割分担（素案） 

   自然再生推進法では、関係者の連携及び自主的かつ積極的な取り組みを求めており、各委員の役割分担については、自然再生全

体構想に明示することとしている。（自然再生推進法第八条 3項） 

以下に自然再生協議会に参加する者の役割分担について、基本的な考え方を整理した。 

 

○「協議会に参加する者の名称又は氏名とその役割分担」の基本的な考え方 

 

 

  

○国土交通省：河川管理者の立場から、事業地区の基盤整備を分担し、事業区域の維持管理等に協

力する。 

○水資源機構：国土交通省に協力して基盤整備その他を分担する。 

○茨城県  ：霞ヶ浦環境科学センターの管理者の立場から、環境教育の場として事業区域を利

用すること、および他の地元の諸計画との調整等について分担する。 

○土浦市・霞ヶ浦町：事業地域を含む地方公共団体の立場から、事業地区の維持管理・利用につ

いての課題に対して必要な協力を行う。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然再生推進法 第八条 3 項 

自然再生構想は、自然再生基本方針に即して、

次の事項を定めるものとする。 

一、 自然再生の対象となる区域 
二、 自然再生の目標 
三、 協議会に参加する者の名称または氏名

及びその役割分担 
四、 その他自然再生の推進に必要な事項 

専門家 行 政 公募委員 

役 割 分 担 

① 計 画 立 案 

② 施 工 

③ 維 持 管 理 等 

C 環境学習 
・講座・自然観察会の企画・実施 

・環境学習プログラムの企画・実施 

・指導者・実践者の育成 

D 広報活動 

・広報活動の企画・実施 

・チラシ等の配布 

・調査した動植物の情報の公開 

A 環境管理 

・ゴミ拾い・運搬・処分 

・播種、植栽など 

・草刈・運搬・処分・活用 

・定期的パトロール・情報収集・報告

・基盤施設等の維持 

B 環境モニタリング 

・水質等の測定 

・動植物の生息・生育状況の観察・記録

・施設状況の調査 
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5. 今後の進め方 

（1）自然再生協議会全体スケジュール 

 
年 度            スケジュール              備 考      

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）第 5 回協議会の進め方（案） 

① 今回の協議会での意見を基に「事業内容」及び「役割分担」について整理し、

「自然再生全体構想」の原案を提示する。 

② 提示した原案について、事業内容、役割分担を中心に意見交換を行う。 

 

      

 

 

 

 

 

第 1 回準備会（８月２日） 
・公募方法の確認 等 

第１回協議会（１０月３１日） 
・ 自然再生協議会設置要綱の承認 
・ 途中参加委員の了承・会長・副会長の選出 
・ 第 2 回協議会の進め方について 

 

第 2 回準備会（９月２８日） 
・公募委員の選出 等 

第２回協議会（１２月１１日） 

・全体構想策定に向けた意見の抽出 
自然再生の目標像について 

・自然再生実施計画の

作成(実施者) 

・・・平成１７年度中を目途に策定 

第４回協議会 （３月２１日） 
・自然再生目標(修正案)、事業内容（素案）、 
役割分担（素案）の協議        

現地見学会：１１月１０日、１８日

自然再生実施計画の協議 

事業の実施・維持管理・モニタリング調査等 

第３回協議会 （１月２２日） 
・第２回協議会での意見のまとめ 
・自然再生目標(案)の協議 

 

第５回協議会 （５月２１日） 
・自然再生全体構想原案の検討 

 

・自然再生全体構想の決定         

平 

成 

16 

年 

度 

平 

成 

17 

年 

度 

以 

降 

霞ヶ浦環境科学センター開所

（平成１７年４月２２日） 

第 6 回協議会以降 


